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【公開日】平成28年5月19日(2016.5.19)
【年通号数】公開・登録公報2016-030
【出願番号】特願2016-18786(P2016-18786)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月28日(2016.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別情報の変動表示を行なった後に表示結果を導出表示する変動表示手段における表示
結果が特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能である遊技
機であって、
　所定条件が成立したことに基づいて、設定期間に亘り前記有利状態とは異なる遊技者に
とって有利な特別状態に制御する特別状態制御手段と、
　前記設定期間に基づいて、該設定期間に関連した期間情報を表示する表示手段と、
　リーチ演出を実行するリーチ演出実行手段とを備え、
　前記表示手段は、前記特別状態中の前記変動表示において、前記リーチ演出が実行され
た後、前記識別情報とは態様が異なる特殊識別情報を表示したときに、前記期間情報を新
たな期間情報に更新可能であり、
　前記リーチ演出が実行される前に予告演出を実行可能な予告演出実行手段をさらに備え
、
　前記表示手段は、前記予告演出が実行された後において、前記特殊識別情報を表示可能
である、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関し、特に、識別情報の変動表示を行なった後
に表示結果を導出表示する変動表示手段における表示結果が特定表示結果となったときに
遊技者にとって有利な有利状態に制御可能である遊技機に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００８】
　（１）　識別情報（演出図柄）の変動表示を行なった後に表示結果を導出表示する変動
表示手段（演出表示装置９）における表示結果が特定表示結果（大当り表示結果）となっ
たときに遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態）に制御可能である遊技機（パ
チンコ遊技機１）であって、
　所定条件が成立したこと（２Ｒ通常大当りの成立）に基づいて、設定期間（変動表示１
００回）に亘り前記有利状態とは異なる遊技者にとって有利な特別状態（時短状態）に制
御する（図２）特別状態制御手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５６０、図１５のＳ
１５７，Ｓ１６０、図１０のＳ３０１、図９のＳ２７、演出制御用マイクロコンピュータ
１００、図１７のＳ８０７（大当り遊技状態終了後の時短残り回数の表示）、図２６のＳ
８２９，Ｓ８３２（大当り遊技状態開始前の時短残り回数の再設定）、図１７のＳ８０２
（大当り遊技状態開始前の時短残り回数の再設定表示））と、
　前記設定期間に基づいて、該設定期間に関連した期間情報を表示する表示手段と、
　リーチ演出を実行するリーチ演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、
図２６のＳ８２１、Ｓ８２８，Ｓ８２９，Ｓ８２６，Ｓ８２７，Ｓ８３２，図１７のＳ８
０２）とを備え、
　前記表示手段は、前記特別状態中に前記特別遊技状態の制御期間を設定する設定条件が
成立したことに基づいて、前記変動表示において、前記リーチ演出が実行された後（図１
８（Ｅ））、前記識別情報とは態様が異なる特殊識別情報（図１８等の時短再設定図柄９
６）を表示したときに（図１８（Ｇ））、前記期間情報を新たな期間情報に更新可能であ
り（図１８（Ｉ）の残回数表示部９４での時短残り回数の再設定、図１５のＳ１６２，Ｓ
１５７～Ｓ１６０、図２６のＳ８２１、Ｓ８２８，Ｓ８２９，Ｓ８３２，図１７のＳ８０
２）、
　前記リーチ演出が実行される前に予告演出（図２０の（Ｂ），（Ｃ））を実行可能な予
告演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、図２６のＳ８２０，Ｓ８２７
，Ｓ８２９，Ｓ８３２，図１７のＳ８０２）をさらに備え、
　前記表示手段は、前記予告演出が実行された後において、前記特殊識別情報を表示可能
である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（２）　前記（１）の遊技機において、前記特別状態制御手段は、前記予告演出実行手
段により実行された予告演出の演出結果を特定可能な情報として前記特殊識別情報を表示
する（図２０の（Ｅ）～（Ｇ））。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　（３）　前記（１）または（２）の遊技機において、前記リーチ演出実行手段は、演出
態様が異なる複数種類の前記リーチ演出（２Ｒ通常大当りパターンＡ、２Ｒ通常大当りパ
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ターンＢ）のうちから選択した前記リーチ演出を実行する（図７）。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　（４）　前記（１）から（３）のいずれかの遊技機において、前記特別状態制御手段は
、
　　所定の演出を実行する条件（先読み予告の実行条件、スーパーリーチの実行条件等）
が成立したことに基づいて、前記変動表示において、前記識別情報および前記特殊識別情
報とは態様が異なる所定識別情報（図１９の保留変化図柄９８、発展図柄９９等）を表示
することが可能であり（図１９）、
　　前記変動表示において、前記識別情報、前記特殊識別情報、および、前記所定識別情
報とは態様が異なる共通の識別情報（図１９（Ｃ）のシャッター図柄９５）を一旦表示し
た後、当該共通の識別情報を、前記特殊識別情報、または、前記所定識別情報に変更する
（図１９（Ｃ），（Ｄ）、図１９（Ｃ），（Ｇ）、図１９（Ｃ），（Ｉ））。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　（５）　前記（４）の遊技機において、前記変動表示の実行条件が成立したが開始条件
が成立していない変動表示について、保留記憶情報として記憶可能な保留記憶手段（図８
の第１，第２保留記憶バッファ）と、
　前記保留記憶情報が存在することを表示する保留記憶表示手段（第１保留記憶表示部１
８ｃ、第２保留記憶表示部１８ｄ）と、
　前記変動表示手段により表示される前記所定識別情報を複数種類の中（第１保留変化図
柄、第２保留変化図柄）から選択する所定識別情報選択手段（演出制御用マイクロコンピ
ュータ１００、図２５のＳ７３１、図２３のビーム演出決定テーブル（ビーム演出が決ま
ると保留変化図柄が定まる））と、
　該所定識別情報選択手段により選択された前記所定識別情報が表示されたときに、表示
された前記所定識別情報の種類に応じて、前記保留記憶表示手段の表示態様を複数種類の
表示態様（保留α，β）のうちのいずれかの表示態様に変更する（図１９（Ｇ），（Ｈ）
）保留記憶表示変更手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、図２５のＳ７２９，
Ｓ７３０，Ｓ７３７，Ｓ７３８、図２６のＳ８２６，Ｓ８３２、図１７のＳ８０２）とを
さらに備える。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、遊技機の一例としてパ
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チンコ遊技機を示すが、本発明はパチンコ遊技機に限られず、コイン遊技機等のその他の
遊技機であってもよく、識別情報の変動表示を行なった後に表示結果を導出表示する変動
表示手段における表示結果が特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な有利状態
に制御可能である遊技機であればどのような遊技機であってもよい。
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